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議案第８３号

福岡市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，食品の販売業等の許可の申請に対する審査について，仮設営

業及び臨時営業による場合の手数料の額を定める必要があるによる。

福岡市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例

　福岡市衛生関係手数料条例（平成１２年福岡市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

　別表４３の項中

「

常設営業

新規 １,５００

」

を

更新 １,３００

行商

新規 ９００

更新 ７００

「

常設営業

新規 １,５００

」

に改める。

更新 １,３００

仮設営業

新規 １,５００

更新 １,３００

臨時営業 １,５００

行商

新規 ９００

更新 ７００
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　　　附　則

　この条例は，平成２９年４月１日から施行する。




